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近代日本研究

第13巻（1996)

天保義社に関わる新収福津書翰

（鈴木閑雲宛）

西津直子

1 はじめに

1996年夏，当センターでは鈴木閑雲宛の福津諭吉書翰を購入した．鈴木

宛書翰としてはこれまでに 7通が知られていたが，今回入手した書翰はそ

のいずれにも当たらない未発表のもので、あった．全76行に及ぶ長文で，内

容は中津在住士族の互助機構であった「天保義社」の紛議に関わっている．

書翰の内容および封筒の切手消印から，明治16年〔1883〕の書信とわかっ

7こ．

宛先の鈴木閑雲（間雲・開雲とも書く．別名力兵衛．天保3年〔1832〕生～明

治42年〔1909〕没）は福津より 3歳の年長，藩政期中には用人職などを務

めた実力者であり，維新後も参政や権大参事，下毛郡初代郡長などを歴任

した．福津も鈴木につき「中津にて徳望ある土なり」と述べており，中津

在住士族の中心人物で、あった．彼は天保義社の認可に際し大蔵省への申請

に当たり，明治10年には 1年間で、あったがその社長を務めている．また主

家である奥平家の資産管理にも当たった．

天保義社について，これまでの福津研究においては，士族互助のため
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「銀行類似」の業務を営んでいたとし、う以上のことは深く問われてこなか

った．それは一つに同社に関する一次資料がほとんどないこと，二つには

福津は早くから幕府を退身し，また中津藩からの扶持米を辞退して（明治

2年〔1869〕），一介の平民諭吉になっていたため，明治16年に起こった紛

議の仲裁を依頼されたことはわかっていたものの，天保義社との関係はあ

まりないと考えられたためで、ある．ところが，福津は奥平家の資産運用に

携わる評議人を束ねる立場にあったので，この書翰では天保義社の改革も

しくは存廃は中津士族の問題としながらも，奥平家の持分保全を主とし，

義社紛議の早急な解決を要望している．

以下では先ず当の書翰を読んだのち，『旧中津藩士族死亡弔慰資金要

覧／天保義社及中津銀行の由来／奥平家の系譜と藩士の現状』に依拠して，

義社の沿革，資金源，「銀行類似」業務の内容，紛議の争点などにつき一

歩踏み込んだ検討を加えたい．

2 鈴木閑雲宛福津諭吉書翰

書翰全文は本文末139頁に掲げる通りである（書翰A）.なお漢字は新字

体に改め，また筆者の責任において句読点を配した．書翰中の（ ）は原

文にある括弧であり，筆者の挿入は区別のため角括弧〔 〕で示しである．

冒頭の「西尾先生」云々は追伸に当たる．本文が長くなり巻紙々末に

至ったため，やむなく官頭の余白に戻り記した．（西尾，「殿様」については

書翰末の人物紹介を参照されたい．）

書翰の内容は，次のようなものである．この当時天保義社を巡って，中

津の士族問に考えを異にするこ派が生じ，鈴木はその聞の仲裁に努めてい

た．彼の意見は既に東京の福津に書翰をもって伝えていたところ，その内

容が中津に漏れたような形跡があり，鈴木は10月23日付の書翰で福津にそ

の真偽を確かめたらしい．これに対し福津は，該当の23日付鈴木書翰を受
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天保義社に関わる新収福津書翰

け取り，あわてて探したところ前便をやっと僅底から見つけたくらいで，

自分が他人に見せたようなことは一切ないとしている．

そして二派の対立が訴訟にまで及びそうな騒ぎになっているが，裁判に

よって黒白つければ必ず遺恨が残る．自分は中津の士族達がどのように喧

嘩をしようとも口出しをするつもりはないが，奥平家の今後だけが気掛か

りであり，また芳蓮院，奥平昌服（書翰末人物紹介参照）には生涯旧大名相

応の生活もさせてやりたい．それを考えれば，ここで奥平家の今後の資産

を管理する鈴木が，中津に多くの敵を作ってしまうのは好ましくない．自

分の考えは，鈴木のためにではなく奥平家のために，なるべく敵をつくら

ない方法で解決するところにある．その方向で山口広江にも書翰を出した

し奥平昌遁も仲裁をするつもりで，「見舞之御使」としていずれ築雅路

を中津へ差し向ける予定だが，ただ今昌遁は具合が悪いので少し遅れるだ

ろう．とにかく中津の不服連に対しては，たとい理には適わなくても少し

色を付けた結論を出して勝（花）を持たせて，敵をつくらず「能き様ニ幕

を引候様機会を与へ」て欲しい，と述べている．

ここに書かれている当時生じていた二派の紛議について，「福津諭吉全

集』には「天保義社紛擾ニ関スル山口半七ノ意見書」など2' 3の史料が

見られるが，対立のはっきりした説明は既存の中津史関係書にも見当たら

ない．『中津歴史』では「天保義社大ニ紛議ヲ生シ同志派義社派両党互ニ

相椅角シテ車L磯日ニ甚キニ至ル」とあり，頭注には「解社派対非解社派」

と記しているが，その具体的な主張や対立の経緯については一切記述がな

い．また『要覧』を見ると，役職者と選任された協議人で、天保義社の規則

類の改正を決定したことに対し，重要な案件に関しては社員全体の協議に

よるべきだと主張する人々が白紙撤回を求めて抗議，遂に二派に分かれて

相争うことになったとあるが，しかし規則類の改正はそれ以前にも行われ

ており，その時には特に問題は起こっていない．この改正のどの部分が，

抗議側言うところの全員で協議すべき重要な案件なのかが明らかにされて
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おらず，対立の争点ははっきりとわからないのである．

3 明治16年の天保義社紛議を巡って

1 天保義社の成り立ち

この紛議につき考察する前に，先ず天保義社の成り立ちと活動について

知っておく必要がある．

天保義社はその名が示す通り天保時代に端を発している．天保年間は幕

府をはじめ各藩において財政改革が行なわれたが，中津藩でも財政難を克

服すべく，隠居昌高が茶坊主で、あった黒沢庄右衛門を元締勘定人小頭に大

抜擢し全権を委任して改革に着手した．天保6年〔1835〕の藩札の札価

安定や同 8年の米会所再興の後，天保10年には凶作による減収対策として，

藩士から禄高に応じて借上げを行なった（亥の年の御借上げ、）．更に黒沢は

天保11年，身分格式の上下に関係なく家内の人数に応じて扶持を与える人

別扶持令を打ち出した（天保子年の改革）．ところがこれは家中，とくに上

士層の大反対にあい頓挫し翌12年に家中半知令を発布した．家中の禄米

支給は普通半高が月割で毎月支給され，残り半高は年末に支給されていた

が，この年末支給分の半高（つまり禄高の25パーセントにあたる）が「御借

上」と称して，藩庫に納められることになった．こうし、った「借上」は生

計に余裕のなかった下層藩士にとっては，とくに過酷なもので、あったので，

「f昔上」中の残余（金）を積み立て，これを藩内に貸付け長年賦で返済さ

せることとした．それが天保義社の始まりで、あったといわれる．

維新後は「撫育会所」と名づけ，資金は窮民救d随や開墾事業などにも貸

し出していたらしい．廃藩に際して，この資金は当初いったん朝廷に返還

することに決まったが，しかしこの金には返還すべき理由がないとの意見

が出て，藩知事奥平昌遁も中津に留め置くべきであるとしたため，大蔵省

に対し「天保義社」の名称で存続を申請した．明治4年に認可を受けたの
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で，翌5年5月「義社法則」「貸附金並預り金規則」「歩入規則j」の規則類

を定め装いを新たにして発足した．

その時にはまた，奥平家も出資したことがわかっている．明治4年12月

6日付中津県の布告を見れば「御家禄をも御分配洋学校御聞に相成，猶

（なお）義社を結ひ」とあり，また明治11年9月に出された「天保義社々

務改革要旨」には「元来本社の創立せられたるは旧知事公の渥き御仁恵に

依り旧藩士族後来の救助に供せられたき深意に出てたるものにて感銘も尚

余り有り」と書かれている．

2 天保義社の活動

天保義社は明治 5年〔1872〕の「義社法則」で，その目的を「永年鯨寡

孤独救済ノ趣意」と定めた．同時に制定された「貸附金並預り金規則」，

「歩入規則」も参照すると，天保義社の主な活動は互助と「銀行類似」業

務であったことがわかる．

互助活動としては，明治 7年大風雨による被害に対して 1戸に付き 5円

を給付したのをはじめとして，翌 8年「救助方法」を定め，災害や死亡に

際し 7円もしくは5円の無利息貸与を行なった．とくに死亡時の貸与は後

に給付となり，そのための基金が独立して定められた．「鯨寡孤独」には

太政官布告第162号の他救規則に則った給付を行なった．

一方銀行類似業務には預金，貸付，出資があり，そのうち預金と貸付に

関しては，『要覧』に明治 8年から21年〔1888〕までの年末総勘定が明ら

かになっているものの，資産項目のみで負債項目はなく，また資産項目の

うちでも例えば「E日紙貼用年賦」や「歩入」など，その実態がわからぬ項

目が少なくないため，ここでは次のことを指摘するに留めておく．すなわ

ち，預金には明治5年当時で、年利12%の利子が付与されたこと，また貸付

では物品や家屋，古金銀，公債証書，改正地券などを担保とした小口の抵

当貸付が行なわれ，年利は明治5年で16.8%で、あった．
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出資では，中津市学校への基金拠出と末広会社への資本金出資があげ、ら

れる．それらは士族の教育や授産に向けられたものである．中津市学校は

明治4年11月福揮の提言を容れて設立された洋学校で，設立趣意書「中津

市学校之記」には「積年ノ心事ヲ改メ人為ノ爵禄ニ依頼セズシテ天与ノ身

心ヲ籍ミ射ラ身ヲ役シ射ラ心ヲ労シ芸学ヲ勤メ家業ヲ営ミ一身不覇ノ産ヲ

立テ其気象ヲ子孫ニ遺」すべく開校すると書かれている．この市学校に対

して，天保義社は20,000円を拠出した．明治5年山口県からの中津市学校

設立資金に関する問い合わせに対し，旧中津県は小倉県を通じ次のように

答えている．

旧中津県洋学校出金之儀は旧知事家禄之内より願之上年々五分ノー

即チ千石寄附いたし外ニ義社より積金之内二万両寄附いたし〔中略〕

尤二万両之金は最初書籍器械等買集メ之為凡五千両相費し残り一万五

千両之利金一割と見積り千五百両と現米千石之価一石三両二分之見積

り三千五百両両様合して五千両之金子を以年々入費ニ充置追々成業之

者出来弥々盛大ニ相及候節は尚又義社積金之内より見続き之含ニ御座

候（〔 〕は筆者による）

5,000両を書籍や機械の購入費に充て，残り 15,000両を基金としてその

果実（利金）を年々の入費に充てようとしたことがわかる．但し明治11年

10月9日付大分県令香川真一宛福津諭吉書翰に「元と藩より一時に二万円

と申す寄附金も，様々の訳にて約束の通りに参らず」と書かれているので，

一括して渡されたわけで、はなさそうである．秩禄処分以後は奥平家からの

寄付金はなくなり，天保義社拠出の基金による運営となった．

末広会社とは，明治12年12月に設立された中津藩士族の出資，経営によ

る養蚕製糸会社であった．その資本金4,500円のうち， 1,500円は天保義社

から出資された．参加士族数は，明治14年4月に明治政府から起業基金貸

与を受けた際の記録に178名とある．同社は養蚕では明治14年の大分県繭

品評会で一等を獲得，また製糸においては「機械製糸と座繰製糸との中間
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的なものと推察される」小工場で、あったが，着実に生産量を増やし，中津

の養蚕製糸業をリードした．福揮は時事新報社説「士族の授産は養蚕製糸

を第一とす」（明治16年 9月）の中で，明治11, 2年頃までの中津には士農

を問わず養蚕で生計を立てられる者はなかったが，明治15年には8梱の製

糸を米国に直輸出し好評を博するまでになり， 16年には輸出が14～ 5梱に

達する見込みだと述べている．明治17年の大分県統計書によれば，中津に

おける生糸生産高（67貫余）の約86%を末広会社（生産高58貫余）が占めて

おり，同社は中津における養蚕製糸業そのもので、あった．

3 紛議の経緯

明治16年（1883）に起こった紛議の発端が， 8月の義社改革案の議決を

巡って生じたことは既に述べた．改革案は，前月25日に決定した「改革箇

条大略」に沿って作成され，大略では大きく次の 7項目が定められていた．

一株券ヲ頒布シ各人所有ノ権ヲ回クスル事

一社則ヲ改良シ永遠維持ノ基ヲ堅クスル事

一毎歳生ズル処ノ利金ハ元積トナシ勉テ増殖ヲ計ル事

一仮ニ五ヶ年ヲ以テ一季ト定メ満季ノ上更ニ利子配分ノ法ヲ立ルカ再ビ

元積トナスカノ如キハ後季ノ協議ニ譲ノレ事

一除社ノ人員二百余名復社ノ法ヲ設ル事

一株券売買ノ途ヲ開ク事

一在来ノ三災救助法ヲ廃シ更ニ死亡救与ノ法ヲ定ル事

改革の目的は「永遠維持ノ基ヲ堅クスル」事にあり，主眼は株券の発行

と利金の元積に置かれていた．株券を頒布し株券売買の途も開くが，利金

は配分せず元積とし 5年後に利子配分か再び元積かを定めるとある．

しかしこの「改革箇条大略」や改革案が定められる前の，明治16年3

月頃には一部で天保義社は「処分」すべきであるとし、う意見が生じていた．

明治16年 3月30日付鈴木閑雲宛福津書翰には，「扱天保義社の義，同氏
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（小幡篤次郎一著者注）より承候得ば，是亦目下何とか処分致候方得策のよ

し．小生は頓と不知の事なれ共，氏の所語を聞けば必ず然る情況ならんと
(24) 

察するのみ．」云々と書かれている．同書翰から小幡篤次郎が事情をよく

知る人物らしいことがわかったので，中津市福津記念館所蔵の小幡書翰を

調べて見ると，鈴木閑雲宛の中に天保義社の紛議に触れているものがあっ

た．いまだ活字化されていないので，本文末139頁に掲げておくこととす

る（書翰B).

宛先の鈴木関雲，逸見蘭碗，山口広江，菅沼新，末貞友年，中野松三郎

は中津在住士族で，年月日は記されていないが義社を解くことに触れてい

る点や，「小生罷出候節多少之人士ニ面詣御話承り候時」と中津で情報収

集を行なったことが書かれている点から，明治16年2月下旬から 3月頃の

ものと推定できる．小幡はこの年2月，廃校の決まった中津市学校の残務

処理のため中津を訪れていた．小幡が中津の状況をよく知るところで、あっ

たから前述のように福津もその所論に耳を傾けたので、あろう．

小幡の所論とは，この書翰によれば次のようなもので、あった．「旧知事

公始メ一同」が「事業作興」を望んでいるけれど，ただそれには中津の

「人心一致協同」が前提で，そのためには「義社処分」が必要である．し

かし「開運社」とし、う組織を起こすために義社を「解く」（潰す）のでは

ないかとし、う誤解が生じる気配であり，そうなれば二派に分かれて争うこ

とになる．事実は義社を「解」いて資金が余れば事業を起こすという心積

りである．自分（小幡）は義社を処分する機は既に熟していると考えるし

それには早い方が良いとも思うが，二派の対立を招くことは大いに「気

遣」である．そして旧知事（奥平昌遇）の病気もあり，旧知事や福津の意

見は「漸々御運（び）之処」である．

開運社については，詳しくは後述する．この書翰と先の 3月30日付書翰

を考え合わせれば，当時天保義社を「処分」し，新たな機構を作り出そう

とする意見があったことがわかる．小幡は中津で事情を聴取した結果，天
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保義社は「解く」べき時期にきていると判断して，福津にもそのように伝

え，福津も「処分」が妥当と考えた．先の 3月30日付の書翰には続いて，

義社の金の分配について書かれており，「総資本」中の奥平家持ち分をど

うするかとし、う相談もなされていた． 9月28日付鈴木閑雲宛書翰では，奥

平家への分配金は14,000円と具体的な数値が記されている．つまり，天保

義社「処分」案が16年3月頃から存在し，在京の福津や小幡らも知るある

いは了解するところで、あった．

ところがそれに対して，天保義社の役職者や協議人は，天保義社のまま

で、機構を維持させたかったのだろう．株券の頒布などで改革は計るが，名

称や役員構成は変化させない改革案を作り，自分達で採決して着手しよう

とした．その結果が，処分か維持かを巡って二派の対立を招くことになっ

たので、ある．

4 資本金に対する認識の相違

では，小幡の他に「処分」案を考えていたのはどのような人達で、あった

のか．はじめに改革案可決に反対して天保義社社長の元に抗議に出かけた

人々は改革反対派の代表というところで，二派対立の構図から考えると，

彼らがすなわち「処分」案に賛同していた人々であると思われるが，それ

は以下の人物である．

中山又二郎・有吉和三郎・梅津実三・江口馬佐太・和田 仙二

島津万次郎・奥平毎次郎・末貞 友年・中野松三郎・宮村三多

敷田彦三郎・大木佐太郎・石野孝五郎・磯村真五郎

＊交渉の記録を追うと，のち和田仙二と宮村三多が抜け，浜野牛見・君島

胤広・秋吉謙十郎・長野好造・中居荒次郎・今富計二・磯貝均が加わっ

ている．

このうち中山，中野，末貞，島津，奥平には経営に従事した，あるいは

しているとし、う共通の履歴があった．中山文二郎は慶藤義塾出版社に勤務
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した後，「貸金営業ノ商社」昌興社の発起人のひとりとなり，その運営に

携わった．中野松三郎は，明治11年〔1878〕10月に金禄公債証書を原資と

して資本金80,000円で設立された第七十八国立銀行の主要創立メンパーで

あり，取締役兼支配人を務めていた．また末広会社の創立者かつ初期経営

陣の一人でもあり，中津市学校の会計も担当した．末貞友年は中山同様昌

輿社の発起人であり，中野同様第七十八国立銀行の主要創立メンパーでも

あった．島津万次郎や奥平毎次郎（つねじろう）は，中津市学校の経営に

携わり廃校決定後は残余金の利用を協議した「市校世話人」を努めた．島

津は「社」にて「商法」（商業）を行なっていたこともわかっている．話

が少し先走るが，中野，末貞，島津に磯村真五郎を加えた4名は，明治21

年に天保義社が中津銀行に変更されるに当たって，変革綱領起草委員を務

めており（全 5名中の 4名人彼らが「処分」賛同側の中心であった可能性

は高い． （ちなみに上記14名中9名まで，後に中津銀行の重役となった．）

こうした履歴から考えると，彼らは天保義社のそれまでの運営に不満を

抱いていたと思われる．そして明治16年春に至って，もはや天保義社は

「処分」すべきであるとし、う結論に達したので、あろう．

天保義社の運営は設立当初から順調で、はなかった．『要覧』を見ると，

業務を開始した明治 5年から既に，貸付金の返済を「何トナク等閑ニ心得

候」者が多いため，その回収に苦慮するとし、う状況が続いていた．という

のも，天保義社の資本金は前述のように，天保期の借上げに端を発する旧

藩からの繰越金と奥平家からの出資の二種類から成っていたために，資本

金の帰属を巡って士族達の間に認識の相違が生じたので、ある．すなわち資

金は旧藩士である自分達のものか，それとも奥平家のものかとし、う認識の

ズレである．明治 7年5月9日に旧大参事並びに義社掛り連名で各区戸長

宛に指し出した通達には

〔天保義社は〕元より官物に非す，亦私有物に非す，則ち一箇の義

社なる者なり．〔中略〕其資本は仮令士族の共有金と称するも其性質
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は自ら他の会社と異る所あり既に私有物と相心得候は不都合の事に候

或は分配等相望候向も有之哉に相聞心得違の事にて

と書かれている（〔〕は筆者の挿入）．天保義社の資金は士族の共有なのだ

から当然、自分の持ち分があって，それは各自の私有物であり自由に使える

はずだと考える人物が少なくなかったため，このような通達を出さなけれ

ばならなかったと察しがつく．だがその後も返済を等閑に心得るばかりで

なく，払い戻しの要求すらしばしば起こったようで，明治9年12月20日付

の山口広江宛福津書翰には「当冬も貧士口（破れ）が義社に押掛けゴタゴ

タ杯と申事」と書かれている．天保義社の資金は本来自分達のもので，分

配されてしかるべきと考える士族達が，天保義社の運営を妨げていた．

だが天保義社の資本金には奥平家の出資金もある．奥平家出資分は奥平

家のものであって中津士族達の共有財産ではない．士族達が手前勝手に考

え，貸付金を返済しなければ，天保義社の資金がし、ずれ底をつくのは明ら

かであり，奥平家の資産までなくなってしまっては，実際の運営も不可能

である．手をこまねいているのではなく，これ以上資金がこげつかないう

ちに，むしろ天保義社を「処分」して，奥平家出資分を確保すると共に，

資本を有効利用すべきであると考えたのが「処分」を主張する人々で、あっ

たので、あろう．

また彼らは天保義社が，もし利益が生じた場合で、も，それを分配する規

則を定めていないことにも不満を感じていた．改革案では利金は元積とし，

5年後に再び元積とするか利子分配の法を定めるかを決めるとしていた．

利益配分の規定を設けないまま株を発行することは，彼らには納得できな

かったに違いない．紛議が解決した際5年後に再び元積する案がなくなっ

て，利益配分が明示されることからも，それが争点のひとつで、あったこと

がわかる．
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5 対立の要因

他方天保義社の役員や協議人達は，義社の維持に意義を見出していた．

彼らも製茶会社，協力商社，「土族授産ノ為」の松屋会社の発起人に名を

連ねており，経営に疎かった訳で、はないが，それでも義社を維持すること

に賛成したのは，ひとつには天保義社の互助的な活動に重要性を感じてい

たからで、ある．改革案を見ると，従来の三災救助法（明治8年制定の「救助

方法」をさすと思われる）に代えて，新たな死亡救与法を定めるとしている．

新たな規定は，従来が「死亡有之者」に5円を無利息 5年賦で貸与するも

ので、あったのに対し， 3円ずつを給付し，なおかつ「株券ヲ他人ニ譲与ス

ルモ救助ノ数ニ漏レサルモノ」とするもので、あった．

またし、まひとつの原因は，前掲小幡書翰にいう「開運社」の設立に対す

る反発があったようだ．開運社は， r中津歴史』および『中津藩史』によ

ると，明治14年3月に廃校が決まり残務処理に入っていた中津市学校の残

余資金を利用し，育英事業や授産事業を行なうために組織された．具体的

には育英事業として，「地方人物ノ養成ヲ図ル」ために成績優秀者を選び
(36) 

奨学金を支給した．また中津市学校で、は廃校前から，余剰資金を養蚕奨励

に利用することが盛んに検討されていて，今のところ決定的な資料はない

ものの，養蚕業にも関わったと思われる．前述のように天保義社は市学校

に基金を提供していたしまた中津養蚕製糸業の中心で、あった末広会社に

出資している．活動が類似していることから，天保義社の役員や協議人達

は，「処分」を主張する人々が義社資本を開運社に転用しようとしている

のだと誤解したので、はないか．そのため「処分」を阻止すべく行動に出た

のであろう．

6 その後の天保義社

紛議が起こった後の福津はこれに対し全く中立の立場を取ったが，中津

の鈴木からは対立の仲裁を頼まれている． 9月28日付鈴木宛書翰に「中津
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の人へ私共より文通致し可然」との件は承知した，丁度山口半七が上京し

ているので、同人へ懇談し同人から中津の「諸友」へ「訳けの分る様」申

し伝えてもらうと書かれている．

福揮の考えは，「当地〔東京〕にては素より何の議論もあるべきにあら

ず，殊に小生杯の眼中には唯奥平様あるのみ．」（〔〕は筆者による）と述

べている通り，ただ奥平のために最も良い解決策をとりたし、というもので

あった．それには，中津士族が決定的に分裂してしまうのは避けなければ

ならない．山口半七に伝言した後も，双方の希望するところを書類にして

旧知事に提出するか，双方の代表者を東京に出すか，東京から使節を中津

に出すかとし、った案を示し，遺恨を残すことなく，双方の不満を少しでも

減じて事態を収拾することに尽力した．

福津が奥平のために良い解決策を取りたし、と願うのには，とくに奥平昌

吉（まさよし）の分家問題があったと考えられる．昌吉は奥平昌遁の前の

藩主昌服の子だが，昌逼が宇和島藩伊達家から養子として入札家督を相

続してのちに生まれたので，相続すべき家がなかった．奥平家に経済的な

余裕があるわけではないが，昌吉にも分与せねばならないと福津は考え，

分家案を練っていた．その中で，天保義社の出資金を昌吉への贈与分とし

て考えた．明治17年 2月に作られた「奥平様御分家約条案」では，昌吉名

義に定めるものとして「金一万四千六百円中津天保義社株式七百三十株，

但一株高金二十円」があげられている．

結局，旧藩主奥平昌遁の使者として家扶の築雅路が中津へ出向き，双方

を収めた. 11月24日奥平の内旨を受けた築をはじめ，山崎仙園・桑名豊山

・逸見蘭晩・鈴木閑雲・菅沼新・山口広江が調停役となり，両派が奥平家

別邸（金谷御茶屋）に会して妥協案が成立した．結果は福津が希望してい

たように，両派いずれにも利あり不利ある決着になった．天保義社のまま

で株券の発行と約款の改正が予定通り実行されることに決まったが，その

一方で、協議人が新たに7名増加されることになり，選挙が行なわれた．ま
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た「地方財貨ノ流通ヲ補クル」ことを目的に誕い，株券についても満5ヶ

年を 1期として決算および利益配分を行なうことが決定した．

この改正後の天保義社の経営内容については，詳細はわからない．ただ

悪くなることはあっても良くなることはなかったようである．明治21年に

第 1期5年を終えて行なわれた今後に関する協議で、は，株券の売買譲与が

盛んに行なわれ総高の約半数の所有権が移転した，と報告されている．他

にも停滞金の多額さ，営利目的の事業に適さない機構のあり方などが問題

となり，私立銀行に組織替えを行なうことになった．その結果明治22年7

月，天保義社は中津銀行へと変わった．

中津銀行となるに当たっては，末広会社や三所宮との関係を絶ち，また

奥平家側は銀行から資金（元金14,600円に，年利5朱すなわち 5%5ヶ年分の

利子3,650円を加えた18,250円）を引き上げている．但し，互助活動である士

族死亡救助金の制度は残り大正年間まで続いた．

4 おわりに

以上見た通り，天保義社は士族問の互助救済機構であると共に，預金や

小口の抵当貸付，産業投資などのいわゆる銀行類似業務も行なっていた．

運営は順調ではなく，存続を巡って紛議も起こったが，組織替えを行ない

ながら互助活動も預金や貸付業務も維持された．その系譜は，現在の大分

銀行にまで繋げることができる．

天保義社は設立の目的を「永年鯨寡孤独救済ノ趣意」と定めていたが，

明治11年の「天保義社々務改革要旨」では「災禍死亡及び鯨寡孤独救助の

如きは抑も其の一小部分にして宣に本社の最終の目的とする所ならんや」
(44) 

「生業を得せしむる」ことが「大目的」であると述べている．ここからは

士族問の互助救値と士族授産とし、う機関の目的が窺える．

しかし実際には小規模とはし、え，いわゆる銀行類似業務も行っていた．
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預金は，明治 5～ 8年の初期で総資産の10%強と割合は低いが受け入れて

おり，明治 8年には規則類も整備された．また定款（「義社法則」など）に

おいて「商法」（商業）に取り組むことは禁止されていたが，小口の抵当

貸付で利益を上げ，その益金を互助救岨あるいは士族授産に充てていたと

思われる．こうした「銀行類似会社」的な側面からその機能を捉える必要

もあろう．

天保義社のように，互助救’凶や授産事業のために預金・貸付等を行なう

機構は，大分県内にはほかに臼杵の留恵社，佐伯の慶社があった．また私

の知る限りでは，米沢の士族義社（米沢義社），鹿児島の承恵社，和歌山の

義田結社（徳義社），宇和島の信義社，岡山の篤好社などがあり，かつて

の地方銀行史や地方史をひもとけば全国各地に相当数見出すことができょ

う．こうした士族による「（会）社」の個別事例研究が待たれるところで

ある．
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築
雅
路
君
、
奥
平
様
の
看
病
中
同
病
に
擢
り
、
本
月
十
三
日
遂
に
死
去
致
候
。
行
年
五
十
歳
L

と
あ
っ
た
の
で
、

右
の
通
り
訂
正
す
る
。

急
」
ス
タ
ン
プ
「
東
京
・
一
六

奥
平
家
系
図

昌
暢
｜
｜
｜
昌
猷
｜
｜
i
昌
服
ー
ー
ー
昌
遭

芳
遁
院
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福
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過
日
西
尾
先
生
よ
り
之
委
し
き
御
書
面
、
直
一
一
殿
様
へ
差
上
置
候
。
別
段
御
返
詞
不
申
上
、
乍
樟
御
序
之
節
宜
布
御
致
意
奉
願
候
。

前
月
二
十
三
日
之
華
翰
拝
見
仕
候
。
陳
ハ
義
社
之
事
一
一
付
纏
々
被
仰
下
、
い
才
之
事
情
詳
一
一
拝
承
、
此
方
一
一
お
ゐ
て
私
共
ハ
何
も
説
伝
誤
報
を

信
す
る
ニ
あ
ら
ず
、
何
も
御
報
意
之
趣
を
以
て
気
遣
候
事
も
無
之
。
又
小
生
へ
御
遣
し
之
御
文
面
之
義
、
或
ハ
中
津
へ
洩
候
と
の
事
な
れ
共
、

是
ハ
あ
る
可
ら
さ
る
義
な
ら
ん
。
小
生
ハ
貴
翰
到
来
幸
し
て
之
を
拝
見
致
ス
之
暇
あ
る
の
み
、
之
を
他
人
え
示
し
て
閑
話
な
と
の
暇
ハ
無
之
。

今
回
之
御
紙
面
ニ
ニ
〔
一
字
街
字
〕
付
思
出
し
、
過
日
之
来
翰
ハ
何
れ
一
一
在
る
や
と
き
が
し
て
、
僅
底
一
一
見
出
し
候
位
之
次
第
、
決
し
て
他
人

之
見
る
筈
ハ
無
之
候
。
御
安
心
可
被
下
候
。

不
服
連
之
事
情
も
能
々
相
分
候
。
此
方
一
一
市
も
一
寸
考
へ
出
訴
ハ
無
益
、
必
ス
原
告
之
敗
北
な
ら
ん
と
ハ
察
居
候
。
併
其
勝
敗
ハ
兎
も
角
も
、

都
而
世
ノ
中
ニ
敵
の
多
き
ハ
不
面
白
、
且
今
後
連
も
奥
平
様
御
後
図
之
為
、
義
社
配
分
之
資
産
を
守
る
ハ
、
即
チ
貴
所
様
之
御
引
受
。
其
引
受

た
る
人
一
一
敵
之
多
き
ハ
、
甚
タ
好
ま
し
か
ら
ず
。

諭
吉
之
眼
中
ニ
は
中
津
な
し
。
中
津
の
士
族
共
が
何
と
喧
嘩
を
す
る
も
、
勝
手
一
一
任
し
て
無
頓
着
な
れ
共
、
唯
当
地
一
一
而
奥
平
様
へ
ハ
御
近

敷
仕
、
如
何
一
一
も
其
末
々
を
御
案
し
申
上
候
よ
り
、
唯
奥
平
様
之
御
後
図
、
又
近
く
ハ
目
下
之
芳
蓮
院
様
御
隠
居
様
御
生
涯
丈
ヶ
ニ
而
も
、
旧

大
名
ら
し
く
御
暮
し
之
出
来
候
様
一
一
と
、
一
筋
一
一
奉
存
候
の
み
一
一
御
座
候
。

斯
る
次
第
な
る
が
故
ニ
、
其
後
図
之
資
金
を
支
配
す
る
人
ニ
は
、
可
相
成
丈
ヶ
敵
を
を
〔
一
字
街
字
〕
作
ら
ざ
る
様
一
一
と
の
考
な
り
。
誠
一
一

失
敬
至
極
な
れ
共
、
敢
而
鈴
木
先
生
を
愛
す
る
ニ
あ
ら
ず
、
奥
平
様
之
御
身
代
を
愛
す
る
の
み
。

就
而
は
今
日
山
口
広
江
君
之
方
へ
も
手
紙
差
出
し
置
候
。
（
実
ニ
山
口
へ
手
通
ハ
今
度
が
初
而
な
り
）
山
口
も
必
ス
慮
る
所
あ
ら
ん
。
又
奥

平
様
（
殿
様
）
ハ
今
度
之
紛
転
を
御
引
受
、
何
と
か
御
中
裁
も
可
被
成
思
召
。
依
而
中
裁
と
も
何
と
も
言
え
ず
、
唯
見
舞
之
御
使
と
し
て
近
日

梁
〔
築
〕
君
を
御
差
向
之
筈
一
一
可
被
成
候
。
然
る
ニ
殿
様
ハ
六
七
日
前
よ
り
少
し
御
気
分
あ
し
く
（
本
病
な
り
）
、
御
執
筆
も
御
六
ヶ
布
候
一
一

付
、
少
し
延
引
ニ
は
可
被
成
存
候
。

兎
に
角
ニ
私
共
之
見
込
ニ
而
は
、
株
券
配
当
ニ
付
而
章
も
異
論
無
之
、
唯
こ
の
処
ニ
而
不
服
連
へ
も
少
し
色
の
付
き
候
様
い
た
し
遣
し
度
．

勝
を
好
む
ハ
人
類
之
至
情
、
仮
令
十
二
分
之
不
理
屈
ニ
而
も
、
何
と
ハ
〔
か
カ
〕
能
き
様
一
一
幕
を
引
候
様
、
機
会
を
与
へ
候
度
事
一
一
奉
存
候
。



候
事
ト
希
望
罷
在
候
。

C

付

録

大
暑
之
候
、
御
全
家
益
御
清
祥
被
成
御
凌
候
御
事
ニ
て
奉
大
賀
候
。
陳
ハ
過
日
浜
脇
滞
在
中
並
ニ
御
地
へ
逗
留
中
ハ
、
度
々
御
訪
問
ヲ
蒙
り
、

種
々
御
贈
品
拝
戴
御
礼
不
耐
万
謝
候
。
帰
京
后
直
御
礼
可
申
上
之
処
、
疲
労
之
為
メ
日
々
遷
延
、
今
日
ニ
及
候
段
御
容
怒
奉
仰
候
。

一
新
聞
紙
上
ニ
、
今
回
御
願
之
上
御
辞
職
被
成
候
よ
し
、
尚
御
勲
等
御
上
昇
瑞
宝
章
御
頂
戴
之
趣
、
御
光
栄
之
事
と
奉
祝
候
。
併
し
錦
地
之

為
メ
好
郡
長
を
失
ひ
候
事
、
下
毛
郡
民
之
為
メ
相
惜
申
候
。

一
四
郎
様
へ
御
口
伝
之
段
ハ
帰
京
之
途
御
行
違
と
相
成
り
、
御
直
ニ
御
談
し
之
事
－
一
奉
存
候
。
又
野
口
様
九
鉄
株
ハ
既
一
一
御
領
収
可
相
成
、

此
方
ハ
既
一
一
都
合
致
し
候
付
、
再
度
之
御
送
附
一
一
不
相
及
候
。
右
御
礼
申
上
度
、
尚
暑
中
御
加
養
之
義
申
上
度
候
迄
。

勿
々
拝
具

七
月
三
十
一
日

小
幡
篤
次
郎

鈴
木
閑
雲
様

乍
末
筆
御
令
閏
様
御
始
メ
皆
々
様
へ
御
鳳
声
奉
煩
候
。
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拝
啓
。
時
下
春
光
燭
漫
、
各
台
益
御
清
穆
一
一
被
成
御
座
恭
賀
候
。

陳
ハ
過
日
電
報
ヲ
以
て
、
開
運
社
之
議
事
、
義
社
一
一
渡
候
義
ハ
旧
知
事
公
暫
時
御
見
合
相
成
度
旨
、
尚
当
地
社
員
も
未
撰
一
一
て
、
未
前
其
輩

先
ツ
御
見
合
ヲ
希
居
候
旨
申
上
候
処
、
御
承
了
相
成
候
旨
御
報
ヲ
得
、
慶
幸
不
過
之
奉
存
候
。
遮
て
御
止
メ
ト
之
義
、
甚
御
欠
礼
之
至
り
御
謹

責
も
可
有
之
、
多
罪
此
事
一
一
奉
存
候
。

仰
て
過
日
出
坂
中
之
中
野
松
三
郎
氏
へ
上
京
相
頼
、
暫
時
之
滞
在
一
二
候
へ
共
、
同
氏
へ
も
此
地
之
傍
輩
遣
、
考
居
候
処
申
陳
へ
、
御
賢
考

一
一
備
候
様
相
頼
置
候
通
り
、
事
業
作
興
ハ
旧
知
事
公
始
メ
一
同
希
望
之
事
一
一
候
ハ
勿
論
一
一
候
へ
共
、
事
業
作
興
モ
其
地
之
人
心
一
致
協
同
無
之

而
ハ
后
来
之
障
碍
と
慮
。
何
卒
御
協
同
御
熟
議
出
来
候
上
御
就
業
相
成
度
迄
ニ
て
、
別
ニ
異
存
有
之
義
は
（
カ
）
無
之
、
一
致
協
同
ヲ
得
候
一
一

ハ
其
前
義
社
処
分
有
之
度
、
此
と
彼
と
相
詰
て
処
分
一
一
至
ル
時
ハ
、
自
然
紛
靖
物
論
も
騒
ヶ
敷
相
成
候
も
難
斗
。
開
運
社
起
候
為
め
義
社
解
く

一
一
非
ス
、
義
社
ハ
解
く
へ
き
時
期
一
一
逢
て
解
け
、
解
け
候
て
事
業
ヲ
興
ス
へ
き
金
子
あ
ら
ハ
、
協
同
一
致
之
ヲ
起
さ
れ
ん
事
を
希
望
ノ
愈
々
不

堪
候
。小

生
罷
出
候
節
、
多
少
之
人
士
ニ
面
謁
御
話
承
り
候
時
も
、
義
社
御
所
分
之
機
ハ
既
ニ
熟
候
事
ト
愚
（
カ
）
察
被
仕
、
早
々
御
所
分
希
望
候

事
鈴
木
先
生
始
メ
諸
先
生
へ
申
上
候
次
第
ハ
、
併
し
是
ハ
鈴
木
先
生
御
考
案
も
可
有
之
、
強
テ
御
促
し
も
申
上
兼
候
へ
共
、
何
卒
御
急
き
有
之

候
ハ

L
如
何
哉
。
然
ル
も
開
運
社
之
為
メ
義
社
ヲ
潰
し
タ
ト
申
様
之
物
議
ヲ
生
候
而
、
何
も
障
る
事
ハ
な
き
様
な
れ
ど
も
、
自
然
二
派
ヲ
生
候

姿
ニ
可
移
行
、
此
事
而
己
偲
よ
り
御
気
遣
申
上
候
。

此
地
社
員
撰
挙
も
旧
知
事
公
御
床
上
ヶ
待
候
処
追
々
遅
、
御
床
上
ヶ
も
尚
急
ニ
有
之
間
敷
、
御
容
体
併
し
追
々
御
快
方
一
一
向
候
故
不
日

結
社
之
運
ヒ
可
至
。
然
上
ハ
一
同
よ
り
之
拙
案
も
可
申
上
、
御
心
急
き
ニ
は
可
有
之
候
へ
共
、
漸
々
御
運
之
処
一
一
申
上
候
様
、
旧
知
事
公
福
津

等
ノ
存
意
有
之
、
不
悪
御
承
了
奉
希
候
。
右
申
上
度
、
勿
々
拝
具
。

小
幡
篤
次
郎

逸

見

様

鈴

木

様

山

口

様

菅

沼

様

末

貞

様

中

野

様

尚
々
過
日
修
業
人
三
名
安
着
。
中
野
氏
ハ
不
幸
一
一
も
病
ニ
躍
ら
れ
心
痛
此
事
一
一
奉
存
候
。
最
早
此
手
紙
着
候
頃
ハ
、
御
折
合
御
快
方
一
一
御
向



(1) 鈴木閑雲宛小幡篤次郎書翰が合装されていた．小幡書翰は140頁に付録

（書翰C）として掲げ子こ．年代は郡長退任と叙勲から明治37年かと推定される．

(2) うち 6通は『福津諭吉全集』第17巻（岩波書店， 1954年）に，また 1通は

r福津諭吉年鑑』第13巻（福津諭吉協会， 1988年）に掲載されている．

(3) 明治10年6月2日付. r福津諭吉年鑑』第13巻， 5頁．

(4) r中津歴史』下，広池千九郎編， 1891年， 1976年復刻，防長史料出版社， 2

40頁. r1日中津藩士族死亡弔慰資金要覧』三木作次郎編纂，三宅政治郎校閲，

1926年， 33頁．

(5) 今回の書翰において確認できる．

(6) 石河幹明 r福津諭吉伝』岩波書店， 1932年，第 2巻， 107頁．富田正文『考

証福津諭吉』岩波書店， 1992年，上巻， 353頁．

(7) 明治16年9月28日付鈴木閑雲宛書翰．『福津諭吉全集』第17巻， 586頁．

(8) 拙稿「奥平家の資産運用と福津諭吉一新資料・島津復生宛福津諭吉書翰を

中心として 」『近代日本研究』第11巻， 1994年

(9) 天保義社に関する基本的な資料として，本稿では「天保義社及中津銀行の

由来／奥平家の系譜と藩士の現状」の副題をもっ『旧中津藩士族死亡弔慰資

金要覧』（以下『要覧』という）を利用する．注 4参照．編纂者の三木作次郎

は，のちに昭和になってから中津市の助役（昭和 4年 4月20日～ 8月14日）

や収入役（同年 8月14日～昭和 8年8月13日）を務めた人物で，三宅政治郎

は刊行当時の中津銀行取締役である．同書は資料の集成であり，天保義社の

約款なども主なものは収録されていて，今のところ天保義社を知り得る唯一

の資料である．

また中津の通史書としては，主に r中津歴史』と r中津藩史』（黒屋直房著，

碧雲社， 1940年）を利用した．

(10) r中津歴史』下， 310～311頁．

(11) 『要覧』 48頁．

ω 『要覧』 9～12頁．

ω 『要覧』 9頁．

ω 『要覧』 38～40頁．

ω 「要覧』 77頁．

(16) r中津歴史』下， 244頁．

間 福津研究センタ一所蔵資料．「山口県ェ相送リ候下書角大属出倉之節持参ニ

及候正月廿四日」と表書のある封筒に納められていた．また『中津歴史』に

も「天保義社ノ資本中ニ就キ二万円ヲ控除シ之ヲ以テ本校維持ノ資本トナサ

シメン」（下， 241頁）とある．

142 



天保義社に関わる新収福淳書翰

(18) F福津諭吉全集』第17巻， 253頁

ω 『要覧』 34～35頁

ω） r大分の歴史』（ 8）富来隆著，大分合同新聞社， 1978年， 196頁．

(21) 末広会社については，岩田英一郎「中津地方に於ける養蚕業の発達」（『中

津史談』第 1巻第 1号，昭和13年，中津史談会）「中津に於ける衣料産業の研

究」（同第 2号，昭和14年）の先行研究がある．後者の34頁による．

ω） 『福津諭吉全集』第 9巻， 177～178頁，この社説は 9月14日15日17日の 3

日間にわたって掲載された．

邸） 前掲岩田論文後者36, 40頁．

。心 『福津諭吉全集』第17巻， 543頁．

(2.5) 2月6日付小幡篤次郎宛あるいは同 7日付阿部泰蔵宛福津書翰．『福津諭吉

全集』第17巻， 532～533頁．

(26) 『福津諭吉全集』第17巻， 586頁．

r:t!J r要覧』 48頁．

四） 『下毛郡誌、』山本利夫著，東京堂， 1912年， 664頁. r中津歴史』下， 297頁．

ω） r下毛郡誌』 413～416頁．『慶雁義塾名流列伝』三田商業研究会，実業之世

界社， 1909年， 419～420頁. r福津諭吉全集』第17巻， 441頁．

（湖 r中津歴史』下， 296～297頁．。1) 天保義社の明治10年12月「社員投票開封議決」（議事録）. r要覧』 36頁．

(32) r要覧』 16～17頁．「兎角等閑に相心得期限に違ひ候者不砂度々及催促候得

共返金無之而巳ならす呼出候ても出社不致誠に以て不坪之至りに御座候」と

し、う状況であった．

(33) F要覧』 16, 18頁. r中津歴史』では 8年5月の記事の後に一部が引用され

ている． しかし全文が掲載されている『要覧』では日付が「明治七年戊五月

九日」になっており， 7年5月と考えた方がよいであろう．

(34) r福津諭吉全集』第17巻， 198頁．

(35) r中津歴史』下， 303～304頁．

(36) 「中津歴史』によれば，開運社は明治16年5月に結成されている．

此月士族開運社ヲ組織ス始這度小幡篤二郎ノ下ルヤーハ市校処分ーハ

本社組成ノ為ニシテ旧藩主ノ内旨ヲ蜘ミ懇書ヲ膏ラシテ下リ来リ之ヲ逸

見桑名鈴木山口ノ四氏ニ属ス四氏則復選投票法ヲ以て遂ニ士族名望家四

十人ヲ選テ社員トシ之ヲシテ爾後士族ノ旧戚ニ関スルコトヲ協議セシム

ル（下， 310頁）

そして活動としては， I，「倹素勤勉以テ一般土族ノ家名ヲ墜サ、ルノ工夫ヲ

計画」すること 2，「市校資金ヲ以テ年毎ニ秀才ヲ選ヒ之ニ給シテ以テ地方
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人物ノ養成ヲ図ル」ことが挙げられている．

。カ 市校世話人は，中津と東京にいたが，その東京における会合議事録である

「市校事務委員集会録事」を参照．廃校決定の少し前13年11月には524円92銭

を養蚕費にあてることが決まっている．「市校事務委員集会録事」の原本は中

津市の郷土史家故嶋通夫氏所蔵．筆者が見たのは福津研究センターに所蔵さ

れているコピーである．

'38) 「福津諭吉全集』第17巻， 586頁．

(39) F福津諭吉全集』第20巻， 276～278頁

側 『要覧』 81～82頁．

福津は，中津にあった第七十八国立銀行のことも「中津銀行」と呼んでい

る．混同しやすいので、留意されたい．例えば金銭出納帳に明治11年頃から，

「中津銀行五株」「中津銀行より勘定利子入」「中津銀行配当差引にて入J など

とあるのは，いずれも第七十八国立銀行のことである．

ω 三所宮は初め三所明神の名称で，安政 5年〔1858〕に奥平家中興の祖と言

われる初代貞能， 2代信昌， 3代家昌を祭って中津町長福寺境内に建てられ

たが，明治4年八幡大江神社内へ移り三所神社と改称した．その後，明治12

年に中津城跡に社殿を新築し移った．その際翌日年より天保義社が維持費用

を捻出することになり，年経費と修復のための積立てを拠出していた．『要

覧』 146～148頁．

ω r要覧』 82～89頁

ω 旧中津藩士族死亡弔慰資金と称するもの．『要覧』参照．

凶 『要覧』 38～39頁．

ω r要覧』 27～28頁．

倒 旧米沢藩主が廃藩置県による東京移住にあたり，旧藩士に支給した現金

（一人宛金10両）をもとに設立された. rw形銀行八十年史』山形銀行， 1981

年， 28～29頁．士族義社については中央大学松尾正人氏の教示を受けた．

間 藩政時代にまで系譜を遡ることができ，「窮士民救助且学校資本」捻出を目

的としている点で天保義社に似ているが，承恵社は明治17年解散している．

r鹿児島銀行百年史』鹿児島銀行， 1980年， 26～28頁．

側 福津も関係しているのだが（「｜日紀州藩士の為の義国結社の趣旨」『福津諭

吉全集』第20巻， 162～163頁），ここは主として学校経営を行なって，銀行に

発展するのではなくむしろ育英組織化したようである．徳義社については福

津諭吉協会竹田行之氏および玉川大学曽野洋氏の教示を受けた．

（にしざわなおこ 福津研究センター嘱託）
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